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独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対
策
機
構
法
施
行
令
案
要
綱

第
一

独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対
策
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
転
出
し
た
国
家
公
務
員
共
済
組
合
の
組
合
員

に
係
る
継
続
長
期
組
合
員
制
度
の
特
例
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
。

（
本
則
関
係
）

第
二

附
則

１

こ
の
政
令
の
施
行
期
日
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

２

政
府
及
び
政
府
以
外
の
者
か
ら
機
構
に
対
し
出
資
さ
れ
た
も
の
と
す
る
金
額
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
関
係
）

３

機
構
が
承
継
す
る
資
産
の
価
額
の
評
価
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
関
係
）

４

自
動
車
事
故
対
策
セ
ン
タ
ー
が
解
散
し
た
場
合
に
お
け
る
解
散
の
登
記
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。（

附
則
第
四
条
関
係
）

５

政
府
が
免
除
す
る
も
の
と
す
る
債
権
の
額
等
を
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
五
条
関
係
）

６

機
構
が
行
う
持
分
の
払
戻
し
の
方
法
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
六
条
関
係
）

７

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）
そ
の
他
の
関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
を
行

う
こ
と
。

（
附
則
第
七
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
関
係
）


